
年金制度の位置づけ

自営業者
（第１号被保険者）

2,035万人

専業主婦(夫)
（第３号被保険者）

1,063万人

公務員
（第２号被保険者）

451万人

民間サラリーマン
（第２号被保険者）

3,457万人

国民年金（基礎年金）7,029万人

個人で準備（自助努力）

共済年金　厚生年金保険
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確定給付企業年金
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国民年金

基金等
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人
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出所）平成19年度「社会保険事業の概況」(社会保険庁)より岡三証券作成

注意）専業主婦・公務員は新たに確定拠出年金に加入することはできません。
適格退職年金は新規の設立不可、2012年3月末までに他制度に移行。
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制度への加入に関する最終決定はお客様ご自身の判断と責任でなされるようお願いします。本資料は、岡三証券が信頼できると判断した情報源からの情報に基づ
いて作成したものですが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料に記された意見や予測等は、資料作成時点での岡三証券の判
断であり、今後予告なしに変更されることがあります。


